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お役立ち情報を毎週配信致します！ 是非ご活用ください！ 

 

商工会事務所の年末年始休業について 

 商工会は、１２月２８日（金）まで通常業務を行い、 

１２月２９日（月）～１月３日（日）まで年末年始休業 

とさせていただきます。 

 １月４日（月）より通常業務となりますが、1月4日 

（月）の１０時～１５時につきましては、全職員による

研修のため、丹生川支所・上宝支所においては職員が不

在となります。ご不便をおかけし申し訳ございません

が、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

【岐阜県事業のご案内】 

①「Google マイビジネス」に登録する事業者の募集 

②「Google マイビジネスを活用した集客セミナー」 

 岐阜県を訪れる外国人旅行客は年々増加し、2019 年の

外国人宿泊者数は、過去最高の約 166万人となりました。

一方、新型コロナウィルス感染症の影響により、2020 年

の観光客は、国内外問わず減少し、現在も非常に厳しい状

況が続いています。 

そこで、コロナ収束後の国内外からの観光客獲得に向

け、県では今後デジタルマーケティングを取り入れた効果的

なＰＲ手法として、地域検索サービス「Google マップ」等

を活用したプロモーションを積極的に実施するため、

「Google マイビジネス」への登録を希望する県内事業者

を下記のとおり募集します。併せて、登録によるメリット

や成功事例等を専門家から学ぶ機会として、「Google マイ

ビジネスを活用した集客セミナー」を開催します。 

①「Google マイビジネス」に登録する事業者の募集 

◆応募条件  

・岐阜県内に施設（店舗）があること 

・観光関連施設（観光・体験施設、宿泊施設、飲食店）で

あること（交通事業者は除く） 

・Google マイビジネスから得られるデータ（ユーザ情

報）を県と共有できること 

・国内外からの観光客のさらなる誘致をめざす意欲がある

こと 

◆募集件数 ５００施設（店舗） 

※既にオーナー登録済みの方も応募可能です。 

※応募多数の場合は、県の審査・選定があります。 

②「Google マイビジネスを活用した集客セミナー」 

★オンラインセミナー（同内容）を2回実施します 

◆開催日 （1回目）2021年1月18日（月） 

     （2回目）2021年1月25日（月） 

◆開催時間  14：00～15：30（両日とも同じ時間です） 

◆内容 ⑴岐阜県のインバウンド戦略について 

    ⑵Google マイビジネスを活用した集客方法 

     ・観光におけるデジタル活用の重要性 

     ・Google マイビジネスとは 

     ・Google マイビジネス運用ノウハウのご紹介 

◆講師 株式会社フェズ 林 雄貴 氏 

◆定員 県内観光関連事業者 300名 

◆申込 下記のURLよりお申し込みください。  

https://forms.gle/YSAUPYKk7vBFDZFU7 

◆問い合わせ 岐阜県 海外戦略推進課 058-272-8360 

 

https://www.pref.gifu.lg.jp/site/pressrelease/118360

.html       

みんなのコラム～振り返りと小指の重要性～ 

 今年は、新型コロナウイルス感染症の影響で、業務もプ

ライベートも例年と違う大変な1年でした。 

心からコロナの終息を祈ると共に、地域経済が回復する

フェーズ時には自分の力を十分に発揮できるよう準備した

いと思います。 

 プライベートでは、大好きな登山も日帰りを2回しかで

きず、今は通勤時に蔵柱地区から見える黒部五郎岳や笠ヶ

岳を拝むことだけが楽しみです。普通に登山ができる日が

待ち遠しいです。 

また、登山のほかにソフトバレーをしていますが、先月

小指を骨折してしまいました。泣 ソフトバレーでも骨折

するものだと驚きです。小指が使えないだけで日常生活が

こんなに大変になるとは・・ 

 皆様もケガには十分お気をつけていただき、良いお年を

お過ごしください。（西） 

税務に関する事務手続きをお忘れなく！ 

 

 

①納期の特例を受けている事業者の年末調整に係る源泉

所得税の納付期限は１月２０日（水）です。期限を過

ぎると延滞税のみならず不納付加算税が課される場合

があります。 

②償却資産の申告書は 2月 1日（月）までに市町村へ提

出してください。新型コロナウイルス感染症拡大の影

響に伴う売上低下の場合の固定資産税の軽減を受ける

場合は2月1日（月）までに申請が必要です。 

③法定調書（合計表・給与支払報告書など）の提出も１

月末日が提出期限です。 

★確定申告も始まりますので、お早めに必要書類の準備

をお願いします。 

 『困ったなぁ』『どうしよう』 

そのお悩みをお聞かせください。    

☎丹生川 78-2002／☎上宝 86-2354 

 高山北商工会本所 
TEL：0577-72-4130 

FAX：0577-72-4514 

https://forms.gle/YSAUPYKk7vBFDZFU7

